
つて

側
　
通
勤
手
当

役
員
や
従
業
員
の
通
勤
交
通
費
を
補
て

ん
す
る
た
め
に
支
給
す
る

「
通
勤
手
当
」

の
取
扱
い
は
、
次
の
区
分
に
よ
っ
て
以
下

の
と
お
り
で
す
。

①
　
電
車
や
バ
ス
で
通
勤
す
る
場
合

運
賃

・
時
間

・
距
離
等
か
ら
合
理
的
と

判
断
さ
れ
る
通
勤
経
路
に
よ
る
通
勤
定
期

券
等
の
費
用
は

『
旅
費
交
通
費
』
と
し
て

損
金
算
入
と
な
り
ま
す
。
新
幹
線
を
利
用

し
た
場
合
の

「新
幹
線
定
期
代
」
も
合
理

的
で
あ
れ
ば

『
旅
費
交
通
費
』
と
な
り
ま

す
が
、
グ
リ
ー
ン
車
が
利
用
で
き
る

「
グ

リ
ー
ン
定
期
券
」
は
合
理
的
と
認
め
ら
れ

な
い
た
め
、
役
員
等
に
対
す
る

『
給
与
』

と
な
り
ま
す
。
合
理
的
な
通
勤
経
路
で
も

「
月
額
１５
万
円
」
を
超
え
る
通
勤
手
当
は

超
過
部
分
が

『
給
与
』
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
役
員
に
対
す
る
通
勤
手
当
が

『給
与
』
と
な
っ
た
場
合
で
も
定
期
同
額
給

与
に
該
当
す
れ
ば
損
金
算
入
と
な
り
ま
す
。

②
　
マ
イ
カ
ー
や
自
転
車
で
通
勤
す
る
場

△
口

自
宅
か
ら
勤
務
先
ま
で
の
片
道
の
通
勤

距
離

（通
勤
経
路
に
沿

っ
た
長
さ
）
に
応

じ
て
、
図
表
１
の
金
額
が

『旅
費
交
通
費
』

と
な
り
ま
す
。
限
度
額
を
超
え
る
金
額
は
、

役
員
等
に
対
す
る

『
給
与
』
と
し
ま
す
。

０
　
出
張
旅
費
日
当

役
員
や
従
業
員
が
出
張
す
る
た
め
の
宿

泊
代
や
交
通
費
の
う
ち
、
通
常
必
要
と
認

め
ら
れ
る
金
額
は

『
旅
費
交
通
費
』
と
し

て
損
金
算
入
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
出
張
の
諸
雑
費

（食
事
代
や
電

話
代
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
用
品
の
購
入
等
）
を

補
て
ん
す
る
た
め
に
支
給
す
る

「
日
当
」

も
、
通
常
必
要
と
さ
れ
る
金
額
は

『
旅
費

交
通
費
』
と
し
て
損
金
算
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

（受
給
し
た
役
員
や
従
業
員
は

所
得
税
等
が
非
課
税
）
。

通
常
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
は
、
次
の
事

項
を
勘
案
し
て
判
定
さ
れ
ま
す
。

①
　
役
員
と
従
業
員
と
の
間
で
バ
ラ
ン
ス

が
保
た
れ
て
い
る
か

役
職
に
関
わ
ら
ず
、
支
給
基
準
を
満
た

し
た
全
員
に
日
当
を
支
給
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
日
当
を

「役
員
の
み
支
給
」
と

す
る
と

『
旅
費
交
通
費
』
と
認
め
ら
れ
ず

『
役
員
賞
与
』
と
し
て
損
金
不
算
入
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し

「役
職
に
よ

っ
て
支
給

額
に
差
を

つ
け
る
こ
と

（代
表
取
締
役
日

当
１
万
円
、
取
締
役
日
当
５
０
０
０
円
、

従
業
員
１
０
０
０
円
な
ど
）
や

「
グ
リ
ー

ン
車
や
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
利
用
は
役

員
の
み
」
と
す
る
こ
と
は
問
題
あ
り
ま
せ

ん
。

②
　
同
業
種

・
同
規
模
の
他
社
と
比
べ
て

妥
当
な
金
額
か

日
当
と
し
て
認
め
ら
れ
る
金
額
の
具
体

的
な
基
準
は
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

「
社
長
の
国
内
出
張
で
１
万
円
程
度
」

の

金
額
は

一
般
的
に
問
題
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

出
張
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
毎
月
定
額
で

支
給
さ
れ
る
日
当
は
、
少
額
で
あ

っ
て
も

役
員
等
に
対
す
る

『
給
与
』
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
日
当
を
支
給
す
る
場
合
は
、
税

務
署
へ
の
届
出
や
申
告
書
へ
の
記
載
と
い
っ

た
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
税
務
調
査
で
質
問
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
多
い
こ
と
か
ら
、
社
内
規
程
や
出
張

の
記
録
等
は
作
成
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

団
　
社
員
旅
行

従
業
員
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ロ
的
で

行
な
う
社
員
旅
行
の
費
用
は
、
次
の
よ
う

な
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
『
福
利
厚
生

費
』
と
し
て
損
金
算
入
で
き
ま
す
。

①
　
旅
行
期
間
が
４
泊
５
日
以
内

（海
外

旅
行
の
場
合
は
現
地
の
滞
在
日
数
が
４

泊
５
日
以
内
）

②
　
従
業
員
の
参
加
割
合
が
５０
％
以
上

（職
場
ご
と
で
旅
行
す
る
場
合
は
事
業

所
単
位
で
判
定
）

商
談
等
を
行
な
う
場
合
は
、
業
務
関
連
部

分
の
金
額
は

『旅
費
交
通
費
』
と
な
り
ま

す
。

③
　
観
光
目
的
の
同
業
者
団
体
旅
行

主
に
観
光
目
的
で
同
業
者
団
体
等
が
主

催
す
る
旅
行
は
、
原
則

『
旅
費
交
通
費
』

と
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
同
業
者
団
体
が
主
催
す
る
旅

行
が
海
外
視
察
と
観
光
を
併
せ
て
行
な
う

場
合
は
、
旅
行
の
内
容

（団
体
旅
行
の
主

催
者
、
旅
行
の
名
称
、
目
的
、
行
程
、
参

加
費
用
等
）
や
参
加
者

（氏
名
、
役
職
、

住
所
等
）
に
基
づ
い
て
業
務
関
連
性
を
判

定
し
ま
す
。

そ
の
場
合
の
損
金
算
入
額
の
計
算
方
法

は
図
表
２
の
と
お
り
で
す
。
日
数
計
算
は

お
お
む
ね
８
時
間
を
１
・
０
日
と
考
え
ま
す
。

図
　
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
金
額
の
範

囲
内
で
あ
る

航
空
運
賃
は
旅
行
先
や
旅
行
経
路
等
か

ら
み
て
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う

か
、
宿
泊
費
や
日
当
、
支
度
金
等
は
旅
行

先
の
物
価
事
情
や
旅
行
目
的
、
旅
行
期
間

等
か
ら
妥
当
か
ど
う
か
で
判
定
さ
れ
ま
す
。

日
本
実
業
出
版
社
発
行

『
企
業
実
務
』

２
０
１
９
年
１２
月
号
よ
り
転
載
。

記
事
内
容
は
、
２
０
２
４
年
９
月
１
日

時
点

で
の
法
令
に
基
づ
き
、
校
閲

・

修
正
を
し
て
お
り
ま
す
。

⑥
　
会
社
負
担
額
が
１
人
当
た
り
１０
万
円

程
度

（従
業
員
負
担
額
が
あ
る
場
合
は

控
除
し
た
金
額
）

た
と
え
ば
、
３
泊
４
日
の
旅
行
で
も
従

業
員
の
参
加
す
る
割
合
が
３０
％
で
会
社
負

担
額
が
１５
万
円
だ
と
従
業
員
等
に
対
す
る

『
絵
与
』
と
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
１
人
当
た
り
１５
万
円
の
旅
行

で
も
従
業
員
か
ら
５
万
円
徴
収
す

れ
ば
、
会
社
負
担
額
が
１０
万
円
と

な
る
た
め
、
他
の
要
件
も
満
た
せ

ば

『
福
利
厚
生
費
』
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

し
て
も

「個
人
的
な
事
情
で
旅
行

を
欠
席
し
た
際
、
旅
費
相
当
額
の

金
銭
が
支
給
さ
れ
る
」
場
合
は
、

参
加
者

・
不
参
加
者
に
関
わ
ら
ず

支
払
額
全
額
が
従
業
員
等
に
対
す

る

『
給
与
』
と
な
り
ま
す
。

役
員
の
み
が
参
加
す
る
慰
安
旅
行
や
役

員

の
私
的
旅
行

の
旅
費
に

つ
い
て
は
、

『
役
員
賞
与
』
と
し
て
損
金
不
算
入
と
な

り
ま
す
。

取
引
先
の
接
待
旅
行
は

『交
際
費
』
で

す
が
、
商
品
宣
伝
や
工
場
見
学
で
取
引
先

を
招
待
す
る
場
合
は

『
旅
費
交
通
費
』
と

な
り
ま
す
。

％

を

海
外
渡
航
費
の

取
扱
い

役
員
等
が
海
外
出
張
し
た
場
合
の
旅
費

等
を

「海
外
渡
航
費
」
と
い
い
ま
す
。
海

外
渡
航
費
の
う
ち
、
次
の
２
つ
の
要
件
を

満
た
し
た
金
額
は

『
旅
費
交
通
費
』
と
し

て
損
金
算
入
で
き
ま
す
。

ｍ
　
業
務
遂
行
上
必
要
な
も
の
で
あ
る

海
外
出
張
が
法
人
の
業
務
遂
行
上
必
要

な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
出
張
の
目

的
、
旅
行
先
、
旅
行
経
路
、
旅
行
期
間
等

を
総
合
勘
案
し
て
実
質
的
に
判
定
し
ま
す
。

な
お
、
次
の
旅
行
は
業
務
遂
行
上
必
要

な
海
外
出
張
と
な
ら
ず
、
従
業
員
等
に
対

す
る

『
給
与
』
と
な
り
ま
す
。
役
員
で
あ

れ
ば

『役
員
賞
与
』
と
し
て
損
金
不
算
入

と
な
り
ま
す
。

①
　
観
光
ビ
ザ
で
の
入
国

観
光
ビ
ザ
で
入
国
す
る
旅
行
は
、
原
則

『
旅
費
交
通
費
』
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
出
張
先
の
事
情
で
業
務
渡
航

の
ビ
ザ
が
お
り
に
く
い
等
の
事
情
が
あ
る

場
合
は
実
質
で
判
定
し
ま
す
。

②
　
旅
行
会
社
の
観
光
ツ
ア
ー

旅
行
会
社

の
観
光

ツ
ア
ー
は
、
原
則

『
旅
費
交
通
費
』
と
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
ツ
ア
ー
の
途
中
で

一
時
的
に

図表 1 マイカーや自転車で通勤する
場合の非課税限度額

図表2 海外視察等の損金算入額の計算

NO

注 1:損金算入割合は、
たとえば、

注 2 は 、

復・移動の日

NO

10%単 区分した割合 (10%未満の端数を四捨五入)

出
張
旅
費
日
当
や
海
外
渡
航

費
等
の
取
扱
い

YES

(往程
の他 に

“経理のプロ"になるため

に欠かせないのが「法人税」

の知識。

今回は「出張旅費日当や海

外渡航費等」の取扱いにつ

いて解説します。

税理士

平 井 満 広

ひ
ら
い
　
み
つ
ひ
ろ
　
平
井
会
計
事
務
所
代
表
。
ズ
ム
計
を
通
じ
て
人
を
幸
せ
に
す
る
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
中
小
企
業

の
経
営
改
善
や
税
務
相
談
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

-2--3-

“経理のプロ"になるための
片道の通動距播住 月額限度額

2km未満
O円

(全額課税)

2km以上 10km未澗 4.200円

10km以上15km未満 7,100円

15km以上 25km未満 12.900円

25km以上35km未 満 18,700円

35km取ヒ45km未 満 24400円
45km以上55km未 満 28.000円

55krnE火」L 31 600FE

(往復交通費十その他の費用)金額が
『旅費交通費』として損金算入

損金算入額=往復交通費十 (その他の費
用X損金算入割合)

損金算入額=(往復交通費十その他の費
用)X損金算入割合

損
金
算
入
割
合
（注
１
）が
９０
％
以
上
か

２
）は

業
務
従
事
割
合
（注

５０
％
以
上
か

損
金
算
入
割
合

が
１０
％
以
下
か

(往復交通費十その他の費用)全額が役
員等に対する F給与』

(算式〉
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